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2022年5月26日 

NS2-他-132 

弁の動的機能維持評価結果の記載方法について 

1. 概要

機器・配管系の計算書の作成方法に関するヒアリング（2022年4月4日開催）において，

弁の動的機能維持評価結果の記載方法に対して「FORMAT耐‐12について，動作機能確認済

加速度の定義及び評価手法（機能維持評価用加速度の算出法）について確認して説明する

こと。」との確認事項を受領した。弁の動的機能維持評価結果の記載方法については，管

の耐震性についての計算書等のフォーマットや弁の評価手法に共通的に影響するものであ

ることから，本資料にて個別に上記確認事項への回答内容を説明する。 

2. 島根２号機における記載方針

島根２号機では，機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果，機能維持

評価用加速度が機能確認済加速度を超える弁(以下「AT超過弁」という。）については，弁

駆動部の動作機能確認済加速度を用いた加速度評価を実施する。この弁駆動部の動作機能

確認済加速度は，電力共通研究＊1～＊4(以下「電共研」という。）において実施された弁駆

動部の加振試験の知見を適用している（詳細については，NS2-補-027-04「動的機能維持の

詳細評価について」を参照）。電共研の加振試験では，駆動部の動作機能確認済加速度

は，各方向別の加振試験によって得られたデータを基に，水平及び鉛直方向それぞれに対

して弁駆動部の動作機能確認済加速度を設定している。島根２号機においては，電共研の

試験結果に基づき，AT超過弁については，水平及び鉛直方向それぞれに対して弁駆動部の

動作機能確認済加速度を設定し，機能維持評価用加速度も水平２方向及び鉛直方向それぞ

れ算出して比較することを基本とする。ただし，弁駆動部の動作機能確認済加速度として

適用する加速度が20Ｇ等の大加振により取得されたものであることを踏まえ，評価におい

て一定の余裕を有することを確認する観点から，水平２方向及び鉛直地震動を合成した加

速度による評価も実施し，健全性を示すこととする。 

注記＊1：電動弁駆動部の動作機能確認済加速度向上に関する研究（2013年2月～

2016年12月） 

＊2：空気作動弁駆動部の動作機能確認済加速度向上に関する研究（2017年3月

～2021年3月） 

＊3：主蒸気逃がし安全弁の機能維持確認済加速度向上に関する研究（2012年12

月～2016年3月） 

＊4：主蒸気隔離弁の機能維持確認済加速度向上に関する研究（2017年2月～

2021年3月） 
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3. 具体的な記載方法 

2項で示した方針を踏まえ，島根２号機におけるAT超過弁の評価結果の記載方針を     

表－1，具体的な評価結果の記載例を別紙1～3に示す。 

 

表－1  AT超過弁の評価結果の記載方針 

分類 図書番号 図書名 
記載する機能維

持評価用加速度 

対応す

る別紙 

添付資料 Ⅵ-2-1-14 機器・配管系の計算書作成の方法 
水平２方向及び

鉛直地震動 
別紙 1 

補足説明

資料 

NS2-補-

027-05 
弁の動的機能維持評価について 

水平２方向及び

鉛直地震動 

＋ 

３軸合成による

評価結果 

別紙 2 

NS2-補-

027-04 
動的機能維持の詳細評価について 

水平２方向及び

鉛直地震動 

＋ 

３軸合成による

評価結果 

別紙 3 
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別紙1 

機器・配管系の計算書作成の方法におけるAT超過弁の記載方法 

 

Ⅵ-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法」及び管の耐震性についての計算書にて示

すAT超過弁の動的機能維持評価結果は，島根２号機にて基本方針とする水平２方向及び鉛

直地震動による評価結果を示すこととする。具体的な記載方法を別図1－1に示す。 

 

 

別図1－1 機器・配管系の計算書作成の方法におけるAT超過弁の記載方法 
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別紙2 

補足説明資料「弁の動的機能維持評価について」におけるAT超過弁の記載例 

 

補足説明資料「弁の動的機能維持評価について」にて示すAT超過弁の動的機能維持評価結

果は，島根２号機にて基本方針とする水平２方向及び鉛直地震動による弁の評価結果に加え

て，保守的に３軸合成した評価結果も示すこととする。本補足説明資料の構成を別図2－1，

具体的な記載例を別表2－1に示す。 

 

 

別図2－1 補足説明資料「弁の動的機能維持評価について」の資料構成 

 

別表2－1 補足説明資料「弁の動的機能維持評価について」における具体的な記載例

↑弁の動的機能維持評価が記載される項

機能維持評

価用加速度

（①）

機能確認

済加速度

（③）

裕度

機能維持評

価用加速度

（②）

機能確認

済加速度

（③）

裕度

12.34 12.56

12.34 12.56

3.21 3.21

11.11 11.44

11.11 11.44

1.23 1.23

16.60 16.99

16.60 16.99

1.23 1.23

1.03 1.65%鉛直 20.00 1.80 20.00 1.75

1.10%

1.92%

1 MS
A－主蒸気逃が

し安全弁
安全弁

50Hz→100Hz での増

加値の機能確認済加

速度に対する比率

((②-①)/③)

備考

合成

水平 20.00

20.00

1.62

1.20

20.00 1.59

MAX(100Hz,1.2ZPA)

増加率

（②/①）

20.00 1.18

1.02

1.02

MAX(50Hz,1.2ZPA)

No. 系統 弁名称 弁型式 方向
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別紙3 

補足説明資料「動的機能維持の詳細評価について」におけるAT超過弁の記載例 

 

補足説明資料「動的機能維持の詳細評価について」にて示すAT超過弁の動的機能維持評価

結果は，島根２号機にて基本方針とする水平２方向及び鉛直地震動による弁の評価結果の代

表に加えて，保守的に３軸合成した評価結果も示すこととする。本補足説明資料の構成を別

図3－1，具体的な記載例を別表3－1に示す。 

 

 

別図3－1 補足説明資料「動的機能維持の詳細評価について」の資料構成 

  

1. はじめに

2. 動的機能維持評価において個別検討が必要な設備の検討方針

3. 「詳細検討」，「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出

3.1 検討対象設備の整理

3.2 「詳細検討」，「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出

3.3 抽出結果

4. 「詳細検討」又は「新たな検討」が必要な設備の検討内容詳細

別紙1 「新たな検討」が必要な設備の評価

別紙2 「詳細検討」が必要な設備の評価

1. はじめに

2. 動的機能維持評価の「詳細検討」が必要な設備

3. 動的機能維持評価の「詳細検討」に係る対応方針

4. 動的機能維持評価に係る機種ごとの「詳細検討」

別紙2-1 立形ポンプの「詳細検討」

別紙2-2 横形ポンプの「詳細検討」

別紙2-3 電動機の「詳細検討」

別紙2-4 ファンの「詳細検討」

別紙2-5 往復動式ポンプの「詳細検討」

別紙2-6 特殊弁及び一般弁の「詳細検討」

別添2-6-1 弁の動的機能維持評価の「詳細検討」に適応する試験結果
1. 詳細検討対象設備
2. 特殊弁及び一般弁の評価手順
3. 特殊弁及び一般弁の詳細検討方針
4. 特殊弁及び一般弁の詳細検討に適用する駆動部の動作機能確

認済加速度の設定
5. 特殊弁及び一般弁の詳細検討結果
6. 参考文献 ↑弁の動的機能維持評価が記載される項
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別表3－1 補足説明資料「動的機能維持の詳細評価について」における具体的な記載例 

（動的機能維持評価） 

 

 

分類 弁型式 弁番号 方向
機能維持評
価用加速度

駆動部の動
作機能確認
済加速度

超過の
有無

水平 12.34 20.00 〇

鉛直 11.11 20.00 〇

合成 16.60 20.00 〇

RV202-1A主蒸気隔離弁特殊弁

注：動的機能維持評価対象弁のうち，各型式で裕度最小となった弁について本表に
　　示す。
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